
 

 

   
2024年12月16日 

各 位 

 

会 社 名 株式会社ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長 李 炳燦 

 （コード番号：6561 東証グロース） 

問合せ先  取締役経営管理部長 田中 一彰 

 （TEL. 03-6629-4755） 

 

 

韓国における戒厳令及び大統領弾劾訴追案可決の影響に関するお知らせ 
 

 

一部お問い合わせを頂いております、12月３日夜に韓国の大統領より発表され、４日早朝

に解除された「戒厳令」の当社グループへの影響に関しまして、現在まで確認してきた状況

から、日韓路線も平常通り運行をしており、当社の韓国からのインバウンド団体の取扱に対

する影響は極めて軽微であります。また12月14日に可決された韓国大統領の「弾劾訴追案」

による韓国の訪日旅行に与える影響は限定的であると判断しております。 

従って、現段階で当社グループの業績に与える影響は軽微であると認識していることを、

お知らせ致します。 

今後、韓国政府の動向を踏まえ、当社グループの業績に重要な影響を与える事象が発生し

た場合は、速やかにお知らせ致します。 
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